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重量の通行条件がD条件となる車両の
夜間通行時間帯の緩和

（１）

重量D条件の車両に対して、
緩和の試行対象道路において夜間通行

の時間帯を２０時～７時まで
試行的に拡大します



１．重量Ｄ条件車両の通行時間帯緩和試行について
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道路区分
通行時間帯

重量Ａ～Ｃ条件 重量Ｄ条件

緩和試行対象道路 ０時～２４時 ２０時～７時
（緩和後夜間通行時間帯）

緩和試行対象道路以外の道路 ０時～２４時 ２１時～６時

【緩和適用後の通行時間帯】

※緩和試行対象道路：道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めた道路

＜対象車両＞

車両区分 必要手続き 緩和の有無
特車登録センターへの登録車両 - 緩和対象

特車登録センターへの
登録のない車両

（通行許可制度を利用）

申請時に別記様式(1)を提出
走行記録を別記様式(2)に保存 緩和対象

（上記手続きを実施しない場合） 緩和対象外

【緩和試行対象車両】

 緩和試行対象道路では、重量Ｄ条件に緩和後夜間通行時間帯が適用されます
 緩和後夜間通行時間帯は、２０時～７時（前後１時間ずつ拡大）です
 夜間通行時間帯の緩和を受けるには、特車登録センターへの車両登録もしくは通行許可申請
時の別記様式提出が必要です

緩和試行対象道路リストは こちら よりご参照ください。

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/kanwadouro_list.xlsx


利用する制度

緩和に必要な手続き

２．緩和適用のための手続き方法
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緩和後夜間通行時間帯での走行を希望

別記様式（１）の提出
別記様式（２）の保存
詳細は２ページ先へ

登録車両 未登録車両

通行確認制度 通行許可制度 通行許可制度

特段の手続きは不要
詳細は次ページへ

特段の手続きは不要
詳細は次ページへ

・車両登録の実施を希望する方は右記Webサイトよりご登録ください ▷ ログイン (mlit.go.jp)

・車両登録に関するQ＆Aは右記Webサイトよりご確認ください ▷ 車両の登録 - 特車サイト (hido.or.jp)

【緩和適用をより便利にご利用いただくために、車両登録の実施を推奨しております！】

「登録車両」とは
特車登録センターに、車両諸元（車両の幅、重量、高
さ、長さ、最小回転半径）および、ETC2.0車載器の
情報を登録した車両のことを指します。
登録操作の実施は、本ページ下部に記載のリンクより
通行確認システムへアクセスいただくことで可能です。

４月８日以降に申請４月８日以降に確認の求め

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
https://www.tks.hido.or.jp/faq/faq-register/


２．緩和適用のための手続き方法（通行確認システム）
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 登録車両が確認制度を利用して通行する場合は特段の手続きは不要です。
（令和６年４月８日以降に発行された回答書から緩和が適用となります）

通行確認制度を利用

4月8日以降に新規発行の回答書 ４月５日以前に発行済み回答書

登録車両
特段の手続き不要

（回答書取得で自動的に緩和）
新規経路確認を実施 ※手数料発生

または
再ダウンロードを実施 ※手数料なし

（４月21日以降を予定）

通行確認制度にて通行可能経路の確認（通常の手続き）

【通行確認制度を利用する際の緩和適用の手続き】

・車両登録先 ログイン (mlit.go.jp)
・車両登録に関するQ&A 車両の登録 - 特車サイト (hido.or.jp)

未登録車両向け登録案内Webサイト

特段の手続きなく緩和が適用された夜間通行時間帯を通行可能

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
https://www.tks.hido.or.jp/faq/faq-register/


３．緩和試行開始後の回答書例（通行確認システム）

試行開始前 試行開始後



４．緩和適用のための手続き方法（通行許可システム）
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 登録車両が許可制度を利用して通行する場合は特段の手続きは不要です。
（令和６年４月８日以降に発行された許可証から緩和が適用となります）

 未登録車両で許可制度を利用して緩和を受けようとする場合は、次ページに記載の別記様式
(1)の提出および別記様式(2)の保存が必要です

通行許可制度を利用
新規申請 変更申請 更新申請 ４月5日以前の

発行済み許可証
登録
車両

特段の手続き不要
（新規申請の許可発行で
緩和適用）

特段の手続き不要
（変更申請の許可発行で緩
和適用）

特段の手続き不要
（更新申請の許可発行で
緩和適用）

発行元道路管理者へ電話
等で再発行を依頼

未登録
車両

別記様式（１）を添付し、
新規申請
別記様式（２）を保存

別記様式（１）を添付し、
変更申請
別記様式（２）を保存

別記様式（１）を添付し、
更新申請
別記様式（２）を保存

通行許可制度にて通行許可を申請（通常の手続き）

特段の手続きなく
夜間通行時間帯を通行可能

別記様式（１）に通行記録の保存方法を記入し提出。さら
に別記様式（２）に通行時間や通行経路等の記録を保存

登録車両 未登録車両

【通行許可制度を利用する際の緩和適用の手続き】

・車両登録先 ログイン (mlit.go.jp)
・車両登録に関するQ&A 車両の登録 - 特車サイト (hido.or.jp)

未登録車両向け登録案内Webサイト

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
https://www.tks.hido.or.jp/faq/faq-register/


４．緩和適用のための手続き方法（通行許可システム）
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 未登録車両の申請では、以下に示す別記様式（１）に車両番号・申請番号等を記載のうえ、
申請データの提出時に受付システムの添付資料の指定画面から提出してください。
※ 別記様式（１）の提出を行わない場合は、緩和後夜間通行時間帯における通行は認め
られません。条件書にもその旨が記載されますので、あわせてご確認ください。

オンライン申請で利用する各種プログラムと資料 (mlit.go.jp)
※別記様式（１）（２）は以下のWebサイトよりダウンロードいただきますようにお願いいたします

※許可申請に関するお問い合わせは以下にお願いします。
特車運用事務局 TEL：048-601-3223   mail：ktr-tokusya-info@mlit.go.jp

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html


４．緩和適用のための手続き方法（通行許可システム）
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 未登録車両の申請では、別記様式（２）に、通行経路・通行日・通行時間帯等を記載して
実際に通行した日から１年間保存してください
※必要に応じて、国土交通省より提出を求める場合がございます

オンライン申請で利用する各種プログラムと資料 (mlit.go.jp)
※別記様式（１）（２）は以下のWebサイトよりダウンロードいただきますようにお願いいたします

※緩和試行対象道路リストは こちら よりご参照ください。

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/kanwadouro_list.xlsx


５．緩和試行開始後の条件書例（通行許可システム）
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試行開始前 試行開始後
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重量物運搬用セミトレーラの
交差点折進判定における長さの判定基準の変更

（２）

一定の条件を満たす場合に、
寸法車両分類が０型の重セミの交差点の
通行条件がⅠ型の通行条件となるように

します
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 車両の旋回性能の検証を踏まえ、重量物運搬用セミトレーラ（重セミ）に対して、通行経路
上の交差点の折進方向の交差角が90度以下の場合に、通常のセミトレーラのⅠ型の長さの上
限+1.0mの範囲まではⅠ型と同一の通行条件となるように、判定基準を変更します。
 車種区分が重セミ（軸種がその他の車両を除く）の申請について、次ページに示す一定の条件を満たす車両諸元及び交差
点折進において、通行条件を算定するための車両寸法分類を０型からⅠ型に変更します。

 対象となる制度は、特車通行確認制度および特車通行許可制度です。
 基準の変更が適用されるために特段の手続の必要はございません。従来通りに申請を行っていただくことで自動的に条件を満
たすか否かが判定され、基準変更が適用されます。

１．システム改良の概要

【車両寸法分類が通行条件に与える影響の例】

重セミの場合、車両寸法分類が０型からⅠ型に緩和されることに
より、通行条件が「個別審査」から「C条件」に緩和されます。

車両寸法分類 折進時に適用される通行条件
０型 C条件
Ⅰ型 B条件
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 基準変更（交差点折進を０型⇒Ⅰ型で審査）が適用される条件は以下のとおりです
① 申請車種が重セミ（その他軸種は除く）であること
② 適用対象範囲に該当する車両諸元であること（車両の長さ：最大18m以下、車両の幅：
最大3.5m以下）

③ 申請経路上の交差点折進交差角が90度以内であること
 基準変更が適用された場合であっても、算定結果の帳票には０型として表示されます。
【0型からⅠ型への緩和対象範囲】 【交差点折進交差角について】

２．基準変更の適用のための条件について

※申請経路上の交差点折進交差角が90度以内であることに関しては、各道路管理者に確認を
行い、緩和対象として設定して問題ないと回答があった折進方向が緩和対象の交差点情報とし
て登録されています。

[車両幅]
3.51m超
→超寸法

[車両長さ]
18m超
→緩和なし

車両長
1m延長

：緩和対象範囲

車両幅

車両長
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３．緩和適用のための手続き方法（通行確認システム）

 登録車両が確認制度を利用して通行する場合は特段の手続きは不要です。
（令和６年４月８日以降に発行された回答書から緩和が適用となります）

通行確認制度を利用

新規発行の回答書 ４月５日以前に発行済み回答書

対象車両
特段の手続き不要

（回答書取得で自動的に緩和）
新規経路確認を実施 ※手数料発生

または
回答書再発行（準備中） ※手数料なし

４月５日以前に発行し、今回緩和適用となる回答書の再発行については、
対象車両の回答書をお持ちの申請者様に直接ご連絡を差し上げます。
準備ができ次第ご連絡いたします。
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